
 

 

さいたま市告示第１５６７号 
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき、さいたま市立病院事

業の設置等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１９８号）第５条に規定する使用料及び第６

条に規定する手数料に係る徴収事務を委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０

３号）第２６条の４第１項の規定により、次のとおり告示する。 
令和７年１０月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 業務名 
  さいたま市立病院未収金回収業務 
２ 指定公金事務取扱者 

⑴ 名称 弁護士法人ライズ綜合法律事務所 
⑵ 住所又は事務所の所在地 東京都中央区日本橋３－９－１ 日本橋三丁目スクエア１２階 

３ 指定公金事務取扱者として指定した日 
令和７年９月２４日 

４ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日 
  令和７年９月５日 
５ 委託する期間 
  令和７年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 
６ 指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 
 ⑴ 入院収益 
 ⑵ 外来収益 等 
７ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市保健衛生局市立病院病院経営部医事課医事管理係 
⑵ 電話 ０４８（８７３）４１６８ 

 


